
公共施設等における公民連携推進指針 

令和５年３月 佐伯市 

 

 第２次佐伯市総合計画にのっとり、今後の公共施設等の整備・運営等を進めるにあ

たっては、民間の資金調達力・企画経営能力・技術力を活用することで、行財政運営

の合理化及び健全化並びに市民サービスの一層の向上を図りながら、新たな事業機会

の創出や民間投資の喚起を促すことを目的とする「公民連携手法（ＰＰＰ※）」の導入

を積極的に推進することとし、その指針を以下のとおり示します。 

なお、本指針における「公共施設等」とは、佐伯市公共施設等総合管理計画が対象

とする公共建築物（重要な付属設備を含みます。）及びインフラ施設とします。 

 本指針は、今後の本市の総合計画及び公共施設等総合管理計画等の改訂状況、国の

制度の動向等に合わせて都度見直しを行います。 

   

※「ＰＰＰ」とは、Public Private Partnership（パブリック・プライベート・パー

トナーシップ）の略称で、公共施設等の整備・運営等を公共団体と民間事業者の連

携により実施し、お互いの強みを生かすことで、最適な公共サービスの提供を実現

し、地域の価値や住民満足度の最大化を図ろうとするものです。 

 

 

１．各種ＰＰＰの整理 

全国各地において、様々な状況や課題に対応することを目的に、次のような各種

ＰＰＰが各地の実情にあわせて検討・実施されています。 

 

 （１）公設民営方式（市が公共施設等の設計・建設又は製造を実施し、民間事業者

に当該公共施設等の維持管理・運営を委ねるもの） 

①指定管理者制度 

民間事業者を含む法人や団体が議会の議決を経た後に市から指定を受け

て公共施設等の管理を代行する手法で、本市も多くの公共施設等で本手法

を活用しています。 

②包括的民間委託 

民間事業者の創意工夫や自由な裁量により運営できるように複数の業務

や公共施設等の維持管理・運営を複数年契約や性能発注等により民間に委

託する手法で、主に下水道施設で導入されています。 

③公共施設等運営権（コンセッション） 

公共施設等の所有権を市が所有したまま、運営権を民間事業者に設定す

る手法で、国は、空港・上下水道・有料道路・文教施設・公営住宅を重点分

野としています。 
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（２）民設民営方式（民間事業者に公共施設等の設計・建設又は製造・維持管理・

運営を委ねるもの） 

①ＤＢＯ（Design（設計）Build（建設）Operate（運営）） 

市が資金調達を行い、設計・建設又は製造・維持管理・運営を民間に委ね

る手法で、ＰＦＩと比較して、資金調達コストが低く、事業全体のコスト

削減効果が期待できることから、採用例が増加しています。 

②ＰＦＩ（Private Finance Initiative（プライベート・ファイナンス・イ

ニシアティブ）） 

ＰＦＩ法（民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する

法律）を根拠に、民間事業者の資金調達力・企画経営能力・技術力を総合的

に活用し、公共施設等の設計・建設又は製造・維持管理・運営及びそれらに

関する資金調達を民間事業者に委ねるＰＰＰの代表的な手法で、公共施設

等の所有権の取り扱いにより、概ね次の事業手法に分類されます。 

【ＢＴＯ（Build Transfer（所有権移転）Operate）】 

民間事業者が公共施設等の設計・建設又は製造を行い、完成 

         後に市に所有権を移転し、民間事業者が維持管理・運営を担う。 

【ＢＯＴ（Build Operate Transfer）】 

民間事業者が公共施設等の設計・建設又は製造・維持管理・ 

         運営を行い、事業終了後に市に所有権を移転する。 

【ＢＯＯ（Build Own（所有）Operate）】 

   民間事業者が公共施設等の設計・建設又は製造・維持管理・ 

  運営を行い、事業終了後は民間事業者が継続保有か撤去する。 

【ＲＯ（Rehabilitate（改修）Operate）】 

   市が保有する公共施設等を民間事業者が設計・改修し、改修 

後は民間事業者が維持管理・運営を行う。 

【ＢＴ（Build Transfer）】 

   民間事業者が公共施設等の設計・建設又は製造を行い、完成 

  後に市に所有権を移転する。 

 

 （３）民設公営方式（民間事業者が公共施設等の設計・建設又は製造を担い、市が

その民間事業者所有施設を利用するもの） 

    ①リース 

民間事業者が整備した施設を、市が借りて公共施設等として管理運営す

る手法です。民間事業者の資金調達に関与ができないため、事業期間等に

よっては市の単年度の負担が大きくなる恐れがあります。期間終了後に施

設を除去する方式と所有権を市に移転する方式があります。 
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 （４）その他の方式 

①民営化 

市が所有する公共施設等を民間事業者に譲渡し、事業運営も民間事業者

に移管する手法で、サービス水準等への市の関与が薄れる恐れがあります

が、契約又は出資等により、一定の公的関与を残すことが可能です。 

②公的不動産※の利活用 

      主に市有財産（土地・建物）を民間事業者に貸し付ける手法と譲渡する

手法に大別され、貸付については、期間を定める定期借地権を設定するこ

とが一般的です。いずれの手法でも、市として使用する予定のない市有財

産の管理コストの削減と民間事業による地域活性化等の効果が図られます。 

      貸付・譲渡以外にも、「公共所有床の活用」や「占用許可等の公的空間の

利活用等」の方式があります。 

※「公的不動産」とは、市が保有する不動産のことで、ＰＲＥ（Public 

Real Estate（パブリック・リアル・エステート））とも言われていま

す。 

    ③Ｐａｒｋ－ＰＦＩ（パークＰＦＩ） 

      都市公園法を根拠とし、民間資金等の活用によって民間事業者が都市公

園（公園・広場・緑地）の設計・改修又は新設・維持管理・運営を行う手

法で、公園等の魅力向上と民間事業者のビジネス機会の拡大を図りながら、

市の維持管理・運営コスト削減が期待できます。 

    ④ＤＢ（Design Build） 

市が資金調達を行い、設計・建設又は製造を一括して民間に委託する手

法です。ＤＢＯと違い維持管理・運営が分離されるため、事業検討段階に

おける市の運営計画等の反映は、限定的になります。 

 

 

２．ＰＰＰに対する基本的な考え方 

新たな公共施設等の建築及び改築等の施設整備や運営方法等の見直し（以下「整

備事業等」という。）を行う際に、公共施設等の所管課は、民間事業者の実施が法的

に制限されているものや災害復旧事業など緊急に実施する必要があるものを除き、

原則として、市が自ら公共施設等を設計・建設又は製造・維持管理・運営を行う従

来型手法（以下「従来型手法」という。）に優先して、「１．各種ＰＰＰの整理」で

列記したいずれかの手法の導入を進めます。 

各種ＰＰＰのうち、公共施設等の設計・建設又は製造を民間事業者に委ねるＤＢ

Ｏ及びＰＦＩは、民間事業者の資金調達力・企画経営能力・技術力を活用する効果

の有無を事業に着手する以前に把握しておく必要があることから、優先的な導入を

検討する基準を次のとおり定めます。 
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【ＤＢＯ及びＰＦＩの優先的な導入の検討対象とする事業の基準】 

ア．ＤＢＯ 

①公共施設等の新築及び改築等で、施設整備（設計、建設又は製造のため

の経費計）のための経費見込みが「５億円以上」の事業 

②民間事業者から本市に対してＤＢＯに関する具体的な提案があり、同

等規模の他自治体における同類事業の実績がある事業 

イ．ＰＦＩ 

①公共施設等の新築及び改築等で、施設整備（設計、建設又は製造のため

の経費計）のための経費見込みが「２０億円以上」の事業 

②民間事業者から本市に対してＰＦＩに関する具体的な提案があり、同

等規模の他自治体における同類事業の実績がある事業 

 

 

３．ＰＰＰ導入検討の開始時期 

検討の開始時期は、整備事業等を具体的に発案するとき（概ね次のア、イ、ウの

いずれかの状況になったとき）とします。 

ア．新たな公共施設等整備を行うための基本構想、基本計画等の策定に着手しよ

うとするとき 

イ．集約化又は複合化等による公共施設等の整備等の基本構想、基本計画等を策

定しようとするとき 

ウ．公共施設等の運営方法等の見直しを行おうとするとき 

 

 

４．ＰＰＰ導入検討の手順 

  公共施設等の所管課は、まず実施又は継続しようとするサービスや機能について、

真に必要なものか、本市が実施すべきものかどうかに関する調査検討を行います。 

本市が実施すべきと判断された施設の整備事業等におけるＰＰＰ導入については、

「【別紙１】ＰＰＰ選択検討フロー」を基に検討を行い、「総合計画実施計画」とし

ての事業採択を受けた後に、整備事業等に着手します。 

標準的な手続きの手順は、概ね次のとおりとし、公共施設等総合管理計画推進委

員会事務局（行政マネジメント課）は、当該整備事業等を円滑に進めるために必要

な助言等を行います。 

 

（ア）事業の頭出し 

 ①公共施設等の所管課による事業の調査・検討、発案を行います。 

②必要に応じ、公共施設等総合管理計画推進委員会等での方向性の決定や 

事務局（行政マネジメント課）による助言等を行います。 

③市民の意見・提案、専門家の知見等を反映させるため、公共施設等整備
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検討委員会等を設置し、必要に応じて当該公共施設等の所管課を中心に

関係課で構成するプロジェクトチームを発足します。 

④公共施設等整備検討委員会等においては、「６．その他留意すべき事項」

等を考慮しながら基本構想の方向性や大まかなスケジュール、概算事業

費等の事業の骨子を構築します。 

⑤できる限り早い段階での官民対話（サウンディング型市場調査）の実施

を検討し、民間事業者等の意見や提案を広く募ります。 

⑥「１．各種ＰＰＰの整理」で列記するいずれかの手法の導入検討を必須

とします。 

⑦「２．【ＤＢＯ及びＰＦＩの優先的な導入の検討対象とする事業の基準】」

に該当することが見込まれる整備事業等は、手法導入の検討を開始しま

す。 

                

（イ）事業の具体的な企画立案（ＰＰＰ導入の検討・選択） 

①「【別紙１】ＰＰＰ選択検討フロー｣に基づき最適な手法の検討を行いま

す。 

②必要に応じて、国の「ＰＰＰ／ＰＦＩ専門家派遣制度」等を活用します。 

③「２．【ＤＢＯ及びＰＦＩの優先的な導入の検討対象とする事業の基準】」

に該当する整備事業等は、（ウ）に進みます。 

④「２．【ＤＢＯ及びＰＦＩの優先的な導入の検討対象とする事業の基準】」

に該当しない整備事業等は、「１．（１）公設民営方式」に列記するいず

れかの手法の導入検討を進めます。 

⑤「２．【ＤＢＯ及びＰＦＩの優先的な導入の検討対象とする事業の基準】」

に該当しない整備事業等においても、公共施設等のライフサイクルコス

ト※を考慮した事業計画を策定します。 

※「ライフサイクルコスト」とは、公共施設等の計画・設計・建設又は

製造・維持管理・運営・修繕・事業終了・解体までの事業全体にわた

って必要なコストのことで、生涯費用やＬＣＣと言われることもあ

ります。これからは、建設費用（イニシャルコスト）だけでなく、公

共施設等のライフサイクル全体を視野に入れ、長期的な視点を持っ

て効率的かつ戦略的に公共施設等の管理運営を行っていく考え方が

求められます。 

           

（ウ）簡易な検討の実施 

①整備事業等の内容等に応じ、専門的な外部コンサルタント等の活用を検

討します。 

②「ＰＰＰ／ＰＦＩ手法簡易定量評価調書（内閣府）」等を参考に、従来型

手法とＤＢＯ又はＰＦＩを導入した場合との間で、次に掲げる費用の総
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額等を比較して採用手法の導入の適否を評価します。 

●公共施設等のライフサイクルコスト 

●民間事業者の適正な利益及び配当  

●調査に要する費用  

●資金調達に要する費用 

●利用料金収入 

③ＤＢＯとＰＦＩのどちらの手法がより効果的なのか等について比較検討

を行います。ＰＦＩについては、いずれの事業手法が最も適正なのかに

ついて検討します。 

④民間事業者からＤＢＯ又はＰＦＩに関する具体的な提案等があり、かつ

当該提案において従来型手法による場合と採用手法を導入した場合との

間での費用の総額の比較等の客観的な評価を行った結果、当該採用手法

の導入が適切であるとされる場合、本手続きは省略し、詳細な検討へ移

行します。 

⑤検討を開始した整備事業等のうち、詳細な検討へ移行しないこととした

整備事業等については、その理由等を市公式ホームページ等で公表しま

す。 

⑥詳細な検討へ移行しないこととした整備事業等については、「１．（１）

公設民営方式」に列記するいずれかの手法の導入を進めます。 

     

（エ）調査事業実施の決定 

①（ウ）において、詳細な検討へ移行することとなった整備事業等につい

ては、「総合計画実施計画」としての整理を行い、市長・副市長ヒアリン

グ等を経て、調査事業（詳細な検討）の事業採択を受けます。 

 

（オ）詳細な検討の実施 

①（ウ）において、ＤＢＯ又はＰＦＩを導入した方が有利と判断された整

備事業等について、専門的な外部コンサルタント等を活用して要求水準、

リスク分担等の検討を行うとともに詳細なＶＦＭ※等の検証を行い、採用

手法の導入の適否を最終評価します。 

※「ＶＦＭ」とは、Value for Money（バリュー・フォー・マネー）の

略称で、ＰＰＰにおける最も重要な概念の一つと言われており、支払

い(Money)に対して最も価値の高いサービス(Value)を供給するとい

う考え方のことで、従来手法と比べて総事業費をどれだけ削減でき

るかを示す指標のことです。 

◎VFM(％)＝(従来手法の LCC－PPP の LCC)÷従来手法の LCC 

②最終評価結果を市公式ホームページ等で公表します。ＤＢＯ又はＰＦＩ

を導入しないこととした整備事業等については、その理由等を明記しま
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す。 

③ＤＢＯ又はＰＦＩを導入しないこととした整備事業等については、「１．

（１）公設民営方式」に列記するいずれかの手法の導入を進めます。 

 

（カ）事業実施の決定 

①ＰＰＰ導入検討の結果に基づき、「総合計画実施計画」として整理を行い、

市長・副市長ヒアリング等を経て、整備事業等の事業採択を受けます。 

 

（キ）事業実施 

①公共施設等の所管課において必要な手続きを経て、事業を実施します。 

②ＤＢＯ又はＰＦＩによる事業実施にかかる詳細な手順等は、公共施設等

の所管課が整備事業等ごとに内閣府や国土交通省等、国の機関が発行す

る資料や他自治体の例等を参考にしながら構築します。 

 

 

５．公的不動産の利活用手順 

  本市は、普通財産として、現在 230 万㎡を超える土地（山林を除く。）と総床面積

約３万㎡の建物を所有し、そのほかにも未利用・低利用の行政財産を数多く管理・

運営していますが、これからもその全てを所有し、管理し続けることは、財政的に

も非常に困難です。 

今後は、公的不動産のうち、将来的に行政目的としての利用が見込めない財産に

ついては、積極的に民間事業者等へ譲渡又は貸付を行うことで、民間のノウハウや

資金等を活かしたまちづくりを推進するとともに、公共施設等の維持管理等行政サ

ービスのための財源の確保を図ります。 

  検討の手順等は、「【別紙２】普通財産の譲渡・貸付等検討手順」により、公共施

設等総合管理計画推進委員会を中心とした体制で進めます。 

なお、本市のまちづくりや財産管理上特に必要と認められる普通財産については、

譲渡は行わずに貸付けることとします。 

 

 

６．その他留意すべき事項 

  公共施設等総合管理計画により、公共施設等の大規模修繕、改修、更新等にあた

っては、特に以下の点に留意し、施設総量の適正化を推進し、財政負担の軽減と平

準化を図ります。 

 

ア．公共施設等の更新等を行う場合の施設規模 

    施設総量の適正化を推進するため、既設の公共施設等の更新、複合化及び集

約化を行う際の施設規模については、次の考え方を原則とします。 
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◎『Ｆ≦（Ａ＋Ｂ…）×Ｙ／Ｚ』 

Ｆ：整備予定施設の床面積 

          Ａ、Ｂ…：元の施設の床面積 

          Ｙ：施設整備を行う直近の市人口、特定受益者数等 

          Ｚ：公共施設等総合管理計画策定時点（平成 28 年 3 月）の市人

口、特定受益者数等 

 

  イ．市産木材の利用の促進 

    「佐伯市建築物等における市産木材の利用の促進に関する基本方針」に沿っ

た整備事業を実施し、九州一広大な森林の保全と地域木材の利用の両立を推進

します。 

 

ウ．ユニバーサルデザイン化の推進 

    高齢者、障がいのある方、乳幼児や小さな子どもを連れている人、外国人等

すべての人にとって「使いやすい」、「わかりやすい」ユニバーサルデザインの

配慮に努めます。 

 

  エ．脱炭素化の推進 

    「佐伯市地球温暖化対策実行計画」に基づき、再生可能エネルギーの活用や

省エネルギー型機器への転換等を進め、脱炭素化に向けた取り組みを推進しま

す。 
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佐伯市公共施設等総合管理計画が対象とする公共建築物
及びインフラ施設の整備事業等かどうかを確認

［ステップ１］ ⺠間事業者の関与にかかる法的制限等を確認
※「公共施設等の整備等において⺠間事業者の⾏い得る業務範囲に
ついて（内閣府⺠間資⾦等活⽤事業推進室）」等により確認

［ステップ２］ 都市公園法施設の仕分け

都市公園法施設以外 都市公園法施設
（公園、広場、緑地等）

Ｐａｒｋ−ＰＦＩの検討

［ステップ３］ リース及び⺠営化（既存施設）を検討

・制度上どうしても公設（市の整備事業）等により実施せざるを得ないもの

［ステップ４］ ＤＢＯ・ＰＦＩを検討

①整備等にかかる経費の⾒込みが２０億円以上の事業
②⺠間事業者等からの提案があり、同等規模の他⾃治体での実績がある事業

①整備等にかかる経費の⾒込みが５億円以上の事業
②⺠間事業者等からの提案があり、同等規模の他⾃治体での実績がある事業

・ＤＢＯ・ＰＦＩよりも従来型⼿法の⽅がより効果が⼤きいと判断されたもの

［ステップ５］ 包括的⺠間委託・公共施設等運営権等を検討

・性質上、包括的⺠間委託等がどうしても馴染まないもの

［ステップ６］ 指定管理者制度を検討

・⺠間事業者の関与に法的制限等がないもの

・性質上、指定管理者制度による運営では⾮効率となるもの

従来型⼿法（部分委託、DB等）

ＰＦＩ優先的検討事業

ＤＢＯ優先的検討事業

・優先的検討事業に該当しないもの

【別紙１】ＰＰＰ選択検討フロー

・「公的不動産の利活⽤」等の⼿法を導⼊することで、より⼤きな効果が
期待できるもの

《⺠設⺠営⽅式・公設⺠営⽅式による検討へ移⾏》

・検討の結果、導⼊しない
と判断されたもの
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所管課で検討を⾏う財産を
リストアップ

推進委員会にて処分⽅針決定
（下記①〜④実施（省略）決定）

①庁内利活⽤確認 所属換え等

③公募・公売

（①〜④で利⽤⽤途が決まらないもの）
推進委員会にて建物等の

解体⽅針を決定

⼟地（更地）

②公共的・公益的利⽤確認
公共団体、公共的団体に

譲渡⼜は貸付

譲渡⼜は貸付

⑤庁内利活⽤確認 所属換え等

⑦公募・公売

⑥公共的・公益的利⽤確認
公共団体、公共的団体に

譲渡⼜は貸付

譲渡⼜は貸付

⑧随意契約（先着順）

「①⇒②⇒③⇒④」の順に⼿続きを
⾏い、利⽤⽤途や利⽤先等が決定す
れば都度対応。

「⑤⇒⑥⇒⑦⇒⑧」の順に⼿続きを
⾏い、利⽤⽤途や利⽤先等が決定す
れば都度対応。

すでに⽅針案が固まっている、または、劣化状況が著しいなど改修に多額の費⽤が必要となり
利活⽤することが現実的ではない施設は、①〜④の⼿続きを省略して建物を解体する。

※チェックポイント
●⼟地所有者は佐伯市か
●物品、備品類（固定物以外）は除却されているか
●電気、⽔道、通信は解約済みか
●地区、地域利⽤は停⽌されているか（条件付き利⽤は可）
●その他利⽤等は停⽌されているか
●補助⾦適正化法等の⼿続きの確認状況

④随意契約（先着順）

⼟
地
・
建
物

（公共施設等適正化推進予算等）
建物等の解体⼯事を実施

⼟
地

【別紙２】普通財産の譲渡・貸付等検討⼿順

⇒⼟地（更地）はここからスタートする。
※チェックポイント
●⼟地所有者は佐伯市か
●地区、地域利⽤は停⽌されているか（条件付き利⽤は可）
●その他利⽤等は停⽌されているか
●補助⾦適正化法等の⼿続きの確認状況リストアップした⼟地を

推進委員会に集約

数年経過しても譲渡⼜は貸付の⽬途がない場合
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